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司法制度改革の制度設計は今本番を迎えており、裁判員制度の創設と

刑事手続の改革、行政訴訟制度の改革など全ゆる司法分野について見直

しが行われている。これらの改革の目的とするところは、国民がわかり

やすく利用しやすい司法であり、政府はこれらの制度改革に関する法案

策定を今年中に仕上げ、来年一月招集の通常国会に提出する予定である。 

 これらの改革の中で国民に最も身近な改革の一つに「弁護士報酬の敗

訴者負担制度」がある。現在は特殊な例外を除いて、訴訟をする場合、

勝訴しても敗訴しても自らが依頼した弁護士の報酬のみを支払えばよい

ということになっている。しかし、内閣の司法制度改革推進本部におけ

る議論では、敗訴した場合は自らが依頼した弁護士の報酬に加えて勝訴

した相手方の依頼した弁護士報酬まで支払わなければならないという制

度を原則的に導入しようとする立場の人が多数を占めている。その根拠

とするところは、この制度の方が公平で国民が裁判を利用しやすくなる

というものである。  

 しかし、薬害・医療過誤・公害・環境訴訟、消費者訴訟や社会的弱者

が社会的強者に対して起す訴訟などは証拠収集が困難で、しかも、新手

の人権侵害に対する訴訟という意味で勝訴の見込みが立たない場合が殆

んどである。それでも、このような訴訟が行政や国会を動かし、法律が

改正されたり被害救済がなされてきた歴史がある。日本弁護士連合会は、

国民が真に利用しやすい司法となるか否かを基準として、訴訟類型ごと

にこの制度の導入の可否を検討すべしとしている。  

 この制度が原則的に導入された場合、訴訟提起には相当な覚悟が必要

となり訴訟萎縮効果は絶大である。  
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